
 令和５年度第１回春日井市いじめ問題対策委員会議事録 

 

１ 開催日時 令和５年11月９日（木）午後２時30分～午後３時30分 

 

２ 開催場所 春日井市役所９階 教育委員会室 

 

３ 出席者 

  【委 員】 中部大学       伊藤 佐奈美 

愛知県弁護士会    植村 元雄 

春日井市医師会    牧野 景子 

        愛知県臨床心理士会  松岡 麻依子 

        愛知県社会福祉士会  纐纈 光幸 

【事務局】 春日井市教育委員会  教育長        水田 博和 

教育部長       西野 正康 

学校教育課 指導主事 石川 和男 

     課長補佐 山﨑 俊介 

     主査   渡辺 えみ 

 

４ 議題 

春日井市のいじめの現状及び対策について 

 

５ 会議資料 

（1） 資料１ 春日井いじめ問題対策委員会規則 

（2） 資料２ 令和５年度第１回春日井市いじめ問題対策委員会資料 

（3） 資料３ スクールサインパンフレット 

（4） 資料４ スクールサイン運用フローチャート 

（5） 参考資料 スクールサイン報告書（当日回収） 

 

６ 議事内容 

  議事に先立ち、委嘱状の交付、教育長の挨拶を行った。 

  また、委員の互選により伊藤委員を委員長に選任し、委員長の指名により植 

村委員を副委員長に選任するとともに、次の項目について確認及び報告を行っ 

た。 



（1） 会議の公開について 

事務局から、会議は個人情報を取り扱わないため公開とすることについて 

諮り、承認された。 

（2） 議事録について 

事務局から、議事録は要点筆記で委員全員の確認、議事録署名人は、委員

長と委員長が指名する委員の２人とすることについて諮り、承認された。 

（3） 傍聴者について 

事務局から、傍聴者は２名と報告を行った。 

（4） 議事進行について 

事務局から、規則に基づき議事進行は委員長が議長として行うことを報告

した。 

（5） 議事録の署名について 

議事録署名人として、伊藤委員長が植村委員を指名した。 

 

議題 春日井市のいじめの現状及び対策について 

事務局 

 

纐纈委員 

 

 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

 

牧野委員 

 

 

資料２、資料３及び資料４に基づき説明 

 

 資料２の８ページ、全国と比べて、春日井市は小学校、中学校とも

に教職員等が発見する場合が少なく、保護者からの訴えが多い。要因

としては、どのようなことが考えられるか。 

 

 資料２の７ページ、春日井市は、小学１年生と小学２年生の認知件

数が少ない。学校がいじめではなく、トラブルとして取り扱っている

場合があり、認知件数が伸びていない。本人や保護者がいじめと認識

すれば、それらはすべていじめと認知するよう、継続して各校へ周知

したい。 

 

資料５は３名分の書き込みがある。これらは、すべて同じ子どもの

書き込みなのか。 

 



石川指導主事 

 

 

 

牧野委員 

 

 

 

植村委員 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植村委員 

 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

 ３名とも違う子どもの書き込みである。ただし、同じ子どもが書き

込んだ場合も同様の表示となる。書き込んだ時間毎に内容が表示され

る。 

 

 資料２の７ページ、春日井市は、小学１年生から小学３年生までの

認知件数が少ない。先ほど説明があったが、学校間による軽微ないじ

めの捉え方に違いが出ないよう、市内で統一を図られたい。 

 

 学校が、いじめかトラブルかを判断するのか。 

 

 学校が子どもに聞き取りを行い、判断している。例えば、子ども同

士が叩いて、叩き返された場合、当人同士が嫌な思いをしていれば、

本来は、どちらの子もいじめがあったと判断する。学校によっては、

子ども同士がお互いに叩いているからけんかだと判断し、いじめとし

て認知しない場合がある。学校がいじめではないと判断した場合、学

校から教育委員会へのいじめの報告書は提出されないため、後日、保

護者から学校のいじめに対する対応について教育委員会へ連絡が入

り、学校がいじめとして認識していなかったことが判明する場合があ

る。 

 

学校間によるいじめの認知の違いやその標準化について、どのよう

に教育委員会から学校へ伝えているのか。 

 

 教頭会議や生徒指導担当者会議において、いじめの定義を配付し、

説明している。中学校においては生徒指導主事が、小学校においては

生徒指導担当がいじめについて担当しているが、小学校の生徒指導担

当は学校全体に関わることが少ないため、教頭会議において周知して

いる。 



松岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

資料２の８ページ、春日井市は、「本人の保護者からの訴え」が多

くその理由として、学校に対して訴えやすい風土があるのではないか

と感じた。 

 ２点質問がある。一つ目は、資料２の８ページ、「アンケート調査

など学校の取組によって発見」については、小学校、中学校ともに春

日井市は全国に比べて割合が低い。このアンケートはどのような内容

なのか。 

 二つ目は、資料２の６ページ、認知件数の多い学校と少ない学校で

は、その件数に開きがあるが、学校規模以外の要因はあるのか。 

 

まず、学校間の認知件数の開きについては、学校規模はあまり関係

がない。認知件数が多い学校は、教員、特に担任の意識が高く、いじ

めの認知も広がっている。 

次にアンケートの内容については、学校によって異なるが、嫌な思

いをしたことがありますか、友だちとの関係で辛い思いをしたことが

ありますか等の質問があり、アンケートの回答をもとにほとんどの学

校で教育相談を実施する。教育相談の中で、担任が本人に内容を確認

し、いじめではなく解決済みのトラブルとして判断する場合があり、

その分、春日井市でのいじめの認知件数が少ない。一昨年度の本委員

会でアンケートの内容について、各委員からご意見をいただき、各校

でアンケートの見直しを行った。貴重なご意見であったため、ありが

たかった。 

 

資料２の８ページ、「担任の教師が発見」、「アンケート調査など学

校の取組によって発見」の項目について、春日井市は全国と比較して

割合が低い。春日井市は過去にいじめの重大事態が発生していないこ

とを鑑みれば、結果的に、いじめに対する対策が取られてきたという

一面もある。一方、先生方がいじめではなく友だちとのトラブルとし 



 

 

 

 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

石川指導主事 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

て判断しているという状況もあり、先生方の感度に左右されることが

ある。 

春日井市では、いじめの定義やいじめを認知する場合の判断につい

て、研修等の機会はあるのか。 

 

 事例検討を行う研修はあるが、これはいじめ、これはいじめではな

いとそれぞれの事例を判断する内容で行ったことはない。いただいた

ご意見を参考に、研修等でいじめの定義をしっかりと伝えていきた

い。何より、学校からの報告がなく、後から保護者が、子どもがいじ

められていたと教育委員会に連絡が入ることは、いじめで辛い思いを

している子どもや保護者を学校が見逃していることになるため、研修

等によりいじめの認知について周知していきたい。 

 

いじめの解消について、学校はどのように確認しているのか。 

 

 学校は、被害を受けた本人だけではなくその保護者にも確認する。

自宅での本人の様子を含めて、保護者に確認するよう指導している。 

 

 資料２の９ページ、学校でのいじめの解消状況について、春日井市

は全国と比較して、現在指導中の割合が高い。これは、丁寧に対応し

ているからなのか、解消までに期間を要するからなのか、その要因を

教えて欲しい。 

  

 解消は、当該年度に発生したいじめが同じ年度内に解消した件数で

ある。例えば、２学期や３学期に発生したいじめは、当該年度内に解

消されない場合が多くある。当該年度内に解消されなかった件数につ

いては、翌年度に解消された場合、各校からの報告はあるが調査書に

は掲載されない。 



伊藤委員長 

 

 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

植村委員 

 

 

 

 資料２の７ページ、学年別内訳を見ると、全国的には低学年の割合

が高い。一方、春日井市では、小学４年生から６年生までの割合が高

い。どのようなことが考えられるか。 

  

 正確な内容の分析には当たらないかもしれないが、学年のカラー、

学校間の違いがある中で、小学校では、学年が上がるにつれて人間関

係に悩むことが増える。中学生になると、学校も変わり、新しい人間

関係が形成される。学年が上がるにつれて、集団生活も安定し、いじ

めも減少すると考える。 

  

 アンケートでは、いじめられている子どもの気持ちやその気持ちが

どのくらい前から始まっているかを聞く内容はあるのか。 

 

 学校によってはそのような質問内容もある。具体的な内容は、教育

相談で直接聞く場合が多い。また、小学校低学年の子どもでは、アン

ケートに自分の気持ちを十分に書くことができないため、口頭でしっ

かりと聞くようにしている。 

 

 アンケートの項目を子どもたちの理解力に合わせて、低学年と高学

年で変えることも一つの方法だと考える。アンケートや教育相談で、

子どもたちの気持ちを丁寧に確認することで、全国との違いや認知件

数の分析がすすみ、いじめの対応にもつながるのではないかと感じ

る。 

 

 スクールサインは、いじめの発見に一定の効果があると思う。先日、

新聞で東京都の教育ダッシュボードについての記事を目にした。子ど

もたちの毎日の気分を、晴れ、雨、曇りで入力できる機能があるが、

春日井市でも同様のシステムはあるか。 



石川指導主事 

 

 

 

 

 

 

纐纈委員 

 

 

 

 

石川指導主事 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

石川指導主事 

 

 

伊藤委員長 

 

 

石川指導主事 

 春日井市では、一人一台貸与しているクロムブックにスクールライ

フノートというアプリがインストールされている。スクールライフノ

ートの機能の一つに、心の天気があり、登校後の子どもたちが、その

日の気持ちを天気に例えて登録し、担任が体調を含めて把握する。不

登校の子どもたちもオンラインで登録できるため、担任が本人の状況

を把握し、関係を構築する一つの手段となっている。 

 

 資料２の14及び15ページ、スクールカウンセラーや心の教室相談員

の相談件数が多く、人が相手だと相談しやすいと思われる。スクール

サインは自分たちの時代にはなかったもの。スクールサインについ

て、保護者も利用ができるのか教えて欲しい。 

 

中学生、小学５、６年生は学校からすべての子どもたちにスクール

サインの利用方法等を説明しており、小学４年生以下は各学校が判断 

している。保護者にもＱＲコードを伝えているため、利用は可能であ

るが、保護者によるスクールサインの件数は少ない。また、ＱＲコー

ドが毎年変わるため、学校から保護者へはホーム＆スクールという連

絡アプリを使って伝えている。 

 

 スクールサインの導入はいつからか。 

 

 中学校は令和２年６月から、小学校は令和４年７月から導入してい

る。 

 

資料２の12ページ、いじめ・不登校相談室の相談件数が少ないが 

その要因は何か。 

 

いじめより不登校の相談が多く、資料にある件数は、いじめにかか



その他（事務局からの報告） 

 

 

上記のとおり第１回春日井市いじめ問題対策委員会の議事の経過及びその結果

を明確にするためにこの議事録を作成し、委員長及び植村委員が署名する。 

 

   令和６年５月２日 

                   委員長 伊藤 佐奈美           

 

                   署名人 植村 元雄           

 

 

 

牧野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

わるものだけを掲載している。不登校の相談件数を合わせると、毎月

２桁は超える。 

 

いじめの対応について、例えば、担任の先生は状況を理解してくれ

るが学校が組織的に動いてくれない場合があり、臨床の場面において

もどかしさを感じることがある。先生方のフォローがしっかりできる

体制があるといい。 

また、「いじめがある」と保護者から学校に伝えても、学校から「い

じめではない」と言われるケースもある。本人や保護者がいじめだと

言えば、まずは全て対応する。その後、調査等を通して、いじめでは

なかったと判断すればいい。相談を受けた先生だけで止まらないよう

にして欲しい。今後は、部活動の地域移行も進み、外部の先生が子ど

もたちに教える機会も増える。地域に移行した後の部活動内でのいじ

めについても懸念している。 

 

いじめの対応を行う学校の体制についても、検討していただきた

い。 

事務局 

 

今年度中に第２回会議の開催を予定している。 


